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大川広域行政組合火災予防条例施行規則 

 

  
昭和49年11月 1日 
規 則 第 12 号 

  

改正 昭和55年 3月 1日規則第 3号 

昭和61年 3月 3日規則第 1号 

平成 4年 2月15日規則第 1号 

平成11年 9月27日規則第11号 

平成16年 3月24日規則第 1号 

平成24年 9月28日規則第 3号 

平成28年 5月31日規則第 7号 

令和元年 6月11日規則第 7号 

令和 3年 8月27日規則第 9号 

昭和59年 3月28日規則第 1号 

平成 2年 3月15日規則第 1号 

平成 7年 4月 3日規則第 7号 

平成15年 4月 1日規則第 3号 

平成17年10月 6日規則第17号 

平成26年 7月30日規則第 5号 

平成31年 3月29日規則第 5号 

令和 3年 1月 5日規則第 1号 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、大川広域行政組合火災予防条例（昭和４７年大川地区広域行政振興整備事務

組合条例第１２号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （標識類） 

第２条 条例第８条の３第１項及び第３項、第１１条第１項第５号及び第３項、第１１条の２第２

項、第１２条第２項及び第３項、第１３条第２項及び第４項、第１７条第３号、第２３条第２項、

第３項及び第４項、第３１条の２第２項第１号、第３３条第３項、第３４条第２項第１号並びに

第３９条第４号の規定に基づく標識類は、別表に定める寸法及び色によらなければならない。 

 （危険物品等） 

第２条の２ 条例第２３条第１項の消防長が指定する場所において、業務上喫煙し、裸火を使用し、

又は当該場所に次の各号に掲げる危険物品（常時携帯するもので軽易なものを除く。）を持ち込

む場合の同項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、様式第１号の申請書により申請

しなければならない。 

 ⑴ 消防法（昭和２３年法律第１８６号。以下「法」という。）別表第１に掲げる危険物及び危険

物の規制に関する政令（昭和３４年政令第３０６号）別表第４に掲げるもののうち、これらに

類するもの 

 ⑵ 一般高圧ガス保安規則（昭和４１年通商産業省令第５３号）第２条第１号に掲げる可燃性ガ

ス 

 ⑶ 火薬類取締法（昭和２５年法律第１４９号）第２条第１項に掲げる火薬類及び第２項に掲げ

るがん具煙火 

２ 消防長は、前項の申請を承認した時は、申請書の１部に受付印を押し、申請者に通知するもの

とする。 

 （屋外催しに係る防火管理） 

第２条の３ 条例第４２条の２第３項の規定に基づく指定催しの指定の通知は、様式第２号の１の

通知書によって行うものとする。 
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第２条の４ 条例第４２条の３第２項の規定に基づく指定催しに係る火災予防上必要な業務に関

する計画の届出は、様式第２号の２の届出書によって行わなければならない。 

 （防火対象物の使用開始の届出） 

第３条 条例第４３条の規定に基づく防火対象物の使用開始の届出は、様式第３号及び様式第３号

の２の届出書によって行わなければならない。 

 （熱風炉、炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒー

トポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備及び放電加工機の設置届出） 

第４条 条例第４４条第１号から第８の２までの規定による熱風炉、炉、厨房設備、温風暖房機、

ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備及

び放電加工機の設置届出は、様式第４号の届出書によって行わなければならない。 

 （変電設備、急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備及び蓄電池設備の設置届出） 

第４条の２ 条例第４４条第９号から第１３号までの規定による変電設備、急速充電設備、燃料電

池発電設備、発電設備及び蓄電池設備の設置届出は、様式第５号の届出書によって行わなければ

ならない。 

 （ネオン管灯設備設置届出） 

第４条の３ 条例第４４条第１３号の規定によるネオン管灯設備の設置届出は、様式第６号の届出

書によって行わなければならない。 

 （水素ガスを充塡する気球の設置届出） 

第４条の４ 条例第４４条第１４号の規定による水素ガスを充塡する気球の設置届出は、様式第７

号の届出書によって行わなければならない。 

 （火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出） 

第４条の５ 条例第４５条第１号の規定による火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのあ

る行為の届出は、様式第８号の届出書によって行わなければならない。ただし、消防長が認める

ものについては、口頭又は電話をもってこれに代えることができる。 

 （煙火打上げ又は仕掛け届出） 

第４条の６ 条例第４５条第２号の規定による煙火の打上げ又は仕掛けの届出は、様式第９号の届

出書によって行わなければならない。 

 （催物開催届出） 

第４条の７ 条例第４５条第３号の規定による劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、

映画その他の催物開催の届出は、様式第１０号の届出書によって行わなければならない。 

２ 消防長は，前項の届出を受理したときは、検査を行い、火災予防上支障がないと認めるときは、

副本に様式第１１号の届出済印を押して届出者に交付するものとする。 

 （水道の断水又は減水届出） 

第４条の８ 条例第４５条第４号の規定による水道の断水又は減水の届出は、様式第１２号の届出

書によって行わなければならない。ただし，消防署長が認めるものについては，口頭又は電話を

もってこれに代えることがきる。 

 （道路工事届出） 

第４条の９ 条例第４５条第５号の規定による消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそ

れのある道路工事の届出は、様式第１３号の届出書によって行わなければならない。 
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 （露店等の開設届出） 

第４条の１０ 条例第４５条第６号の規定による露店等の開設の届出は、様式第１４号の届出書に

よって行わなければならない。 

 （指定洞道等の届出） 

第５条 条例第４５条の２の規定による指定洞道等の届出は、様式第１５号の届出書によって行わ

なければならない。 

 （指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出等） 

第６条 条例第４６条第１項の規定による指定数量の５分の１以上（個人の住居で貯蔵し、又は取

り扱う場合にあっては、指定数量の２分の１以上）指定数量未満の危険物（以下「少量危険物」

という。）及び条例別表第８に定める数量の５倍以上（可燃性固体類等及び合成樹脂類にあって

は、同表に定める数量以上）の指定可燃物の貯蔵及び取扱いの届出は、様式第１６号の届出書に

よって行わなければならない。 

２ 消防長は、前項の届出を受理したときは、検査を行い、条例に定める貯蔵及び取扱いの技術上

の基準に適合するものであるときは、副本に様式第１１号の届出済印を押して届出者に交付する

ものとする。 

３ 条例第４６条第２項の規定による貯蔵及び取扱いの廃止の届出は、様式第１７号の届出書によ

って行わなければならない。 

 （タンクの水張検査等の申請） 

第７条 条例第４７条の規定によるタンクの水張検査等の申請は、様式第１８号の申請書によって

行わなければならない。 

２ 消防長は，前項の申請書を受理したときは、検査を行い、条例第３１条の４第２項第１号、第

３１条の５第２項第４号又は第３１条の６第２項第２号に定める技術上の基準（条例第３３条第

３項の規定において準用する場合を含む。）に適合するものであるときは、様式第１９号の水張・

水圧検査済証を申請者に交付するものとする。 

 （公表の対象となる防火対象物及び違反の内容） 

第８条 条例第４８条第３項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令（昭和

３６年政令第３７号）別表第１（１）項から（４）項まで、（５）項イ、（６）項、（９）項イ、（１

６）項イ、（１６の２）項及び（１６の３）項に掲げる防火対象物で、法第１７条第１項の政令で

定める技術上の基準又は同条第２項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消

火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法

第４条第１項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認めら

れたものとする。 

２ 条例第４８条第３項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内

消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。 

 （公表の手続） 

第９条 条例第４８条第１項の公表は、前条第１項の立入検査の結果を通知した日から３０日を経

過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違

反が是正されたことを確認できるまでの間、大川広域消防本部ホームページへの掲載により行う。 

２ 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。 
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 ⑴ 前条第２項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地 

 ⑵ 前条第２項に規定する違反の内容（当該違反がみとめられた防火対象物の部分を含む。） 

 ⑶ その他消防長が必要と認める事項 

 （委任） 

第１０条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。 

   附 則 

１ この規則は、昭和４９年１１月１日から施行する。 

２ 火災予防条例施行規則（昭和４７年大川地区広域行政振興整備事務組合規則第１０号）は、廃

止する。 

   附 則（昭和５５年３月１日規則第３号） 

 この規則は、昭和５５年４月１日から施行する。 

   附 則（昭和５９年３月２８日規則第１号） 

 この規則は、昭和５９年４月１日から施行する。 

   附 則（昭和６１年３月３日規則第１号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成２年３月１５日規則第１号） 

 この規則は、平成２年５月２３日から施行する。 

   附 則（平成４年２月１５日規則第１号） 

 この規則は、平成４年７月１日から施行する。 

   附 則（平成７年４月３日規則第７号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成１１年９月２７日規則第１１号） 

 この規則は、平成１１年１０月１日から施行する。 

   附 則（平成１５年４月 1日規則第３号） 

 この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１６年３月２４日規則第１号） 

 この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１７年１０月６日規則第１７号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行し、平成１７年１０月１日から適用する。ただし、第２条に規

定する改正後の大川広域行政組合火災予防条例施行規則は平成１７年１２月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができ

る。 

   附 則（平成２４年９月２８日規則第３号） 

 この規則は、平成２４年１２月１日から施行する。  

   附 則（平成２６年７月３０日規則第５号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２６年８月１日から施行する。 
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 （経過措置） 

２ この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができ

る。 

   附 則（平成２８年５月３１日規則第７号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができ

る。 

   附 則（平成３１年３月２９日規則第５号） 

 この規則は、平成３２年４月１日から施行する。 

   附 則（令和元年６月１１日規則第７号） 

１ この規則は、令和元年７月１日から施行する。 

２ 改正前の規則で定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。  

   附 則（令和３年１月５日規則第１号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができ

る。 

   附 則（令和３年８月２７日規則第９号） 抄 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和３年９月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の日前に改正前の大川広域行政組合火災予防条例施行規則（以下「改正前の火

災予防条例施行規則」という。）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の大川

広域行政組合火災予防条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

４ 第１条による改正前の災予防条例施行規則及び第２条による改正前の大川広域行政組合消防

法施行規則並びに第３条による改正前の危険物規制規則に規定する様式において作成した用紙

は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。 
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別表（第２条関係） 

根拠条文 標識類の種類 

規制事項 

色 寸法 

地 文字 
幅 

㎝ 
以上 

長さ 
㎝ 

以上 

大川広域行政組合火災予

防条例（昭和４７年大川

地区広域行政振興整備事

務組合条例第１２号。以

下「条例」という。）第８

条の３第１項及び第３項 

燃料電池発電

設備 

である旨を表示し

た標識 
白 黒 １５ ３０ 

条例第１１条第１項第５

号及び第３項 
変電設備 

条例第１１条の２第２項 急速充電設備 

条例第１２条第２項及び

第３項 
発電設備 

条例第１３条第２項及び

第４項 
蓄電池設備 

条例第１７条第３号 
水素ガスを充塡する気球の掲揚場所

の立入を禁止する旨の表示 
赤 白 ３０ ６０ 

条例第２３条第２項 
「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品

持込み厳禁」と表示した標識 
赤 白 ２５ ５０ 

条例第２３条第４項 「喫煙所」と表示した標識 白 黒 ３０ １０ 

条例第３１条の２第２項

第１号 

 

 

危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又

は取り扱っている旨を表示した標識 
白 黒 ３０ ６０ 

危険物又は可燃性液体類等を貯蔵

し、又は取り扱う移動タンクにあっ

ては、反射性を有する材料でそれぞ

れ「危」又は「指定可燃物」と表示し

た標識 

黒 黄 ３０ ３０ 

危険物又は指定可燃物の類、品名、最

大数量等を表示した掲示板 
白 黒 ３０ ６０ 
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条例第３３条第３項 第１類の危険物のうち、アルカリ金

属の過酸化物若しくはこれを含有す

るもの又は禁水性物品（危険物の規

制に関する政令（昭和３４年政令第

３０６号。以下「令」という。）第１

０条第１項第１０号の禁水性物品を

いう。）にあっては、「禁水」と表示し

た掲示板 

青 白 ３０ ６０ 

第２類の危険物（引火性固体を除

く。）又は綿花類等にあっては、「火気

注意」と表示した掲示板 

赤 白 ３０ ６０ 

第３４条第２項第１号 第２類の危険物のうち、引火性固体、

自然発火性物品（令第２５条第１項

第３号の自然発火性物品をいう。）、

第４類及び第５類の危険物又は可燃

性液体類等にあっては、「火気厳禁」

と表示した掲示板 

赤 白 ３０ ６０ 

条例第３９条第４号 

定員表示板 白 黒 ３０ ２５ 

満員札 赤 白 ５０ ２５ 
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様式第１号（第２条の２関係） 

禁止行為の解除承認申請書 

年  月  日   

 

  大川広域消防本部消防長 殿 

                    申請者 

                     住 所         （電話     番） 

                     氏 名                

 

  大川広域行政組合火災予防条例第２３条第１項の規定による指定場所での禁止行為について解

除の承認を受けたいので、次のとおり申請します。 

防火対象物 

又 は 場 所 

所 在 地 電話      番  

名 称  用 途  

関 係 者 住 所  

氏 名  

指 定 場 所 

指 定 番 号  指 定 月 日  

席  階 の 用 途  

名 称  場所の用途  

構 造  内部の仕上  

解除を受け 

ようとする 

行 為 

種 類 喫煙・裸火使用・危険物品持込み 

期 間 年  月  日から   年  月  日まで 

理 由  

内 容  

行 為 者 

住 所  

職 業  

氏 名 （年齢 歳）男・女 

火 災 予 防 上 講 じ た 措 置  

※  受    付 ※  経    過 

 
承 認 年 月 日   年  月  日 

承 認 番 号   第     号 

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

   ２ 指定場所の詳細図及び当該場所付近の概要図を添付すること。 

   ３ 行為者が２人以上の場合は、その所属、氏名、年齢、性別等を記載した書類を添付する

こと。 

   ４ ※欄には、記入しないこと。 
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様式第２号の１（第２条の３関係） 

 

指定催しの指定通知書 

第     号   

年  月  日   

 

 （催しを主催する者）  殿 

 

                      大川広域消防本部消防長       印 

 

 大川広域行政組合火災予防条例第４２条の２第３項の規定に基づき、下記の催しを指定催しとし

て指定したので通知します。 

 

記 

催 し の 開 催 場 所  

催 し の 名 称  

催 し の 開 催 期 間  

（教示） 

 この指定について不服があるときは、この指定のあったことを知った日の翌日から起算して３

カ月以内に、大川広域行政組合管理者に対して審査請求をすることができます。この指定の取消

しを求める訴えは、この指定があったことを知った日の翌日から起算して６カ月以内（前記の審

査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して

６カ月以内）に、大川広域行政組合を被告（大川広域行政組合管理者が被告の代表者となります。）

として提起することができます。 

ただし、上記の期間が経過する前に、この指定（審査請求をした場合には、その審査請求に対

する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、正当な理由があるときを除き、

審査請求することや指定の取消しの訴えを提起することができなくなります。 
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様式第２号の２（第２条の４関係） 

 

火災予防上必要な業務に関する計画届出書 

年  月  日   

 

  大川広域消防本部消防長 殿 

                    届出者 

                     住 所         （電話     番） 

                     氏 名                

                    （法人の場合は、名称及び代表者）    

 

                    届出者 

                     住 所         （電話     番） 

                     氏 名                

 

 別添のとおり火災予防上必要な業務に関する計画書を提出します。 

指 定 催 し の 

開 催 場 所 
 

指定催しの名称  

開 催 期 間 
自  年  月  日 

至  年  月  日 
開 催 時 間 

開始  時  分 

終了  時  分 

１ 日 当 た り の 

人 手 予 想 人 員 
 露 店 等 の 数  

使 用 火 気 等 
□ コンロ等の火を使用する器具  □ ガソリン等の危険物 

□ その他（             ） 

その他必要な事項  

※ 受  付  欄 ※ 経  過  欄 

  

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

   ２ □印のある欄には、該当の□印に✓を付けること。 

   ３ ※印の欄は、記入しないこと。 
 



大川広域行政組合火災予防条例施行規則 

 

- 11 - 

 

様式第３号（第３条関係） 

 

防火対象物使用開始届出書 

① 

年  月  日   

 

  大川広域消防本部消防長 殿 

                    届出者 

                     住 所         （電話     番） 

                     氏 名                

所 在 地 電話     番  

名 称  主 要 用 途  

建築確認年月日  建 築 確 認 番 号 第  号 

※ 

消防同意年月日 
 

※ 

消 防 同 意 番 号 
第  号 

工事着手 

年 月 日 
 

工事完了（予定） 

年 月 日 
 

使用開始（予定） 

年 月 日 
 

他の法令による 

許 （ 認 ） 可 
 

敷地面積 ㎡ 建 築 面 積 ㎡ 延 面 積 ㎡ 

従業員数  
公 開 時 間 又 

は 従 業 時 間 
 

屋外消火栓、動力

消防ポンプ及び消

防用水の概要 

 

その他必要な事項  

※ 受  付  欄 ※ 経  過  欄 
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② 

防
火
対
象
物
棟
別
概
要
（
第 

 

号
） 

用 途  構 造  

種類 
 
 

階別 

床 面 積 
㎡ 

用 途 

消防用設備等の概要 
特 殊 消 防 用 
設 備 等 の 
概 要 消火設備 警報設備 避難設備 

消火活動 
上必要な 
施  設 

階        

階        

階        

階        

階        

階        

階        

計        

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

   ２ 同一敷地内に２以上の棟がある場合には、棟ごとに「様式第２号の２防火対象物棟別概

要追加書類」に必要な事項を記入して添付すること。 

   ３ 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。 

   ４ 建築面積及び延面積の欄は、同一敷地内に２以上の棟がある場合には、それぞれの合計

を記入すること。 

   ５ 消防用設備等の概要欄には、屋外消火栓、動力消防ポンプ及び消防用水以外の消防用設

備等の概要を記入すること。 

   ６ ※印の欄は、記入しないこと。 

   ７ 防火対象物の配置図、各階平面図及び消防用設備等の設計図書（消火器具、避難器具等

の配置図を含む。）を添付すること。 
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様式第３号の２（第３条関係） 

 

防火対象物棟別概要追加書類 

防
火
対
象
物
棟
別
概
要
（
第 

 

号
） 

用 途  構 造  

種類 
 
 

階別 

床 面 積 
㎡ 

用 途 

消防用設備等の概要 
特 殊 消 防 用 
設 備 等 の 
概 要 消火設備 警報設備 避難設備 

消火活動 
上必要な 
施  設 

階        

階        

階        

階        

階        

階        

計        

防
火
対
象
物
棟
別
概
要
（
第 

 

号
） 

用 途  構 造  

種類 
 
 

階別 

床 面 積 
㎡ 

用 途 

消防用設備等の概要 
特 殊 消 防 用 
設 備 等 の 
概 要 消火設備 警報設備 避難設備 

消火活動 
上必要な 
施  設 

階        

階        

階        

階        

階        

階        

計        
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様式第４号（第４条関係） 

 

炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー  
給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備  
ヒ ー ト ポ ン プ 冷 暖 房 機  
火花を生ずる設備及び放電加工機  

設置届出書 

年  月  日   

 

 大川広域消防本部消防長 殿 

                    届出者 

                     住 所         （電話     番） 

                     氏 名                    

防火
対象
物 

所 在 地 電話      番   

名 称  主要用途  

設 
置 
場 
所 

用 途  床 面 積 ㎡ 
消防用設備等又は
特殊消防用設備等 

 
構 造  階 層  

届 

出 

設 

備 

設 備 の 種 類  

着工（予定）年月日  竣工（予定）年月日  

設 備 の 概 要  

使 用 す る 
燃 料 ・ 熱 源 
・ 加 工 液 

種 類 使  用  量 

  

安 全 装 置  

取扱責任者の職氏名  

工事施工者 
住 所 電話      番   

氏 名  

※ 受  付  欄 ※ 経  過  欄 

  

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

   ２ 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。 

   ３ 階層欄には、屋外に設置する設備にあっては、「屋外」と記入すること。 

   ４ 設備の種類欄には、鉄鋼溶解炉、暖房用熱風炉、業務用厨房設備等と記入すること。 

   ５ 設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付すること。 

   ６ ※印の欄は、記入しないこと。 

   ７ 当該設備の設計図書を添付すること。 
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様式第５号（第４条の２関係） 

 

変 電 設 備 
急 速 充 電 設 備 
燃料電池発電設備 
発 電 設 備 
蓄 電 池 設 備 

設置届出書 

年  月  日   

 

  大川広域消防本部消防長 殿 

                    届出者 

                     住 所         （電話     番） 

                     氏 名                     

防 火 

対 象 物 

所在地 電話       番 

名 称  用途  

設 置 

場 所 

構   造 場   所 床  面  積 

 屋内（ 階）、屋外 ㎡  

消防用設備等又は
特殊消防用設備等 

 不燃区画 有・無 換気設備 有・無 

届 

出 

設 

備 

電 圧 
Ｖ 

全出力又は 
定 格 容 量 

kw 
ＡＨ・セル 

着工（予定） 
年 月 日 

 
竣工（予定） 
年 月 日 

 

設置の概要 
種 別 キュービクル式（屋内・屋外）・その他 

 

主 任 技 術 者 氏 名  

工 事 施 工 者 
住所 電話      番 

氏名  

※ 受  付  欄 ※ 経  過  欄 

  

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

   ２ 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。 

   ３ 電圧欄には、変電設備にあっては１次電圧と２次電圧の双方を記入すること。 

   ４ 全出力又は定格容量の欄には、変電設備、急速充電設備、燃料電池発電設備又は発電設

備にあっては全出力を、蓄電池設備にあっては定格容量を記入すること。 

   ５ 設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付すること。 

   ６ ※印の欄は、記入しないこと。 

   ７ 当該設備の設計図書を添付すること。 
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様式第６号（第４条の３関係） 

 

ネオン管灯設備設置届出書 

年  月  日   

 

  大川広域消防本部消防長 殿 

                    届出者 

                     住 所         （電話     番） 

                     氏 名                     

防 火 

対 象 物 

所 在 地 電話      番 

名 称  用 途  

届 
 

出 
 

設 
 

備 

設 備 容 量  

着工（予定） 

年 月 日 
 

竣工（予定） 

年 月 日 
 

設 

備 

の 
概 

要 

 

工 事 施 工 者 

住所 電話      番   

氏名  

※  受  付  欄 ※  経  過  欄 

  

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

   ２ 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。 

   ３ 届出設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付すること。 

   ４ ※印の欄は、記入しないこと。 

   ５ 当該設備の設計図書を添付すること。 
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様式第７号（第４条の４関係） 

 

水素ガスを充塡する気球の設置届出書 

年  月  日   

 

  大川広域消防本部消防長 殿 

                    届出者 

                     住 所         （電話     番） 

                     氏 名                     

設 置 
請 負 者 

住 所 電話       番 

氏 名  

看 視 人 氏 名 ほか   人 

設置期間 
掲 揚 から       まで 

け い 留 から       まで 

設 置 目 的  

設
置
場
所 

所 在 地  

地 上 又 は 
屋 上 の 別 

 用途  
立入禁止 
の 方 法 

 

充塡又は作業の方法 
日時  場 所  

方法  ガス置場  

構 
 
造 

気 球 型  
直径  材 質  

体積  厚 さ  

掲 鋼 材質  太 さ  

電
飾 

電球の定格 
電 圧 

 灯数  配線方法 直列・並列 

電線の種類  

総 重 量  
そ の 他 

必要事項 
 

支 持 方 法 
掲 揚  

け い 留  

※  受  付  欄 ※  経  過  欄 

  

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

   ２ 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。 

   ３ ※印の欄は、記入しないこと。 

   ４ 設置場所付近の見取図、気球の見取図及び電飾の配線図（電飾を付設するものに限る。）

を添付すること。 
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様式第８号（第４条の５関係） 

 
            火災とまぎらわしい煙又は火炎 
                            届出書  
            を発するおそれのある行為の 

年  月  日   

 

  大川広域消防本部消防長 殿 

                    届出者 

                     住 所         （電話     番） 

                     氏 名                     

発生予定日時 
から    

まで    

発 生 場 所  

燃 焼 物 品 名 

及 び 数 量 
 

目 的  

そ の 他 

必 要 な 事 項 
 

※  受  付  欄 ※  経  過  欄 

  

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

   ２ 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。 

   ３ その他必要な事項欄には、消火準備の概要その他参考事項を記入すること。 

   ４ ※印の欄は、記入しないこと。 
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様式第９号（第４条の６関係） 

 

打上げ 

煙火     届出書 

仕掛け 

年  月  日   

 

  大川広域消防本部消防長 殿 

                    届出者 

                     住 所         （電話     番） 

                     氏 名                     

打上げ 
予定日時 

仕掛け 

から    

まで    

打上げ 
場  所 

仕掛け 
 

周 囲 の 状 況  

煙 火 の 種 類 

及 び 数 量 
 

目 的  

そ の 他 

必 要 な 事 項 
 

打上げ 
に直接従事す 

仕掛け 

る 責 任 者 の 氏 名 

 

※  受  付  欄 ※  経  過  欄 

  

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

   ２ 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。 

   ３ ※印の欄は、記入しないこと。 

   ４ その他必要な事項欄には、消火準備の概要その他参考事項を記入すること。 

   ５ 打上げ、仕掛け場所の略図を添付すること。 
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様式第１０号（正）（第４条の７関係） 

 

催物開催届出書 

年  月  日   

 

  大川広域消防本部消防長 殿 

                    届出者 

                     住 所         （電話     番） 

                     氏 名                     

防
火
対
象
物 

所 在 地 電話       番 

名 称  本来の用途  

使
用
箇
所 

位    置 面    積 客 席 の 構 造 

 ㎡  

消防用設備等又は特殊消防用
設備等の概要 

 

使 用 目 的  

使 用 期 間  開催時間  

収 容 人 員 名 
避難誘導及び消火活 

動に従事できる人員 
 

防 火 管 理者 氏 名  

その他必要な事項  

※  受  付  欄 ※  経  過  欄 

  

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

   ２ 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。 

   ３ ※印の欄は、記入しないこと。 

   ４ 使用する防火対象物の略図を添付すること。 
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様式第１０号（副）（第４条の７関係） 

 

催物開催届出書 

年  月  日   

 

  大川広域消防本部消防長 殿 

                    届出者 

                     住 所         （電話     番） 

                     氏 名                     

防
火
対
象
物 

所 在 地 電話       番 

名 称  本来の用途  

使
用
箇
所 

位    置 面    積 客 席 の 構 造 

 ㎡  

消防用設備等又は特殊消防用

設備等の概要 
 

使 用 目 的  

使 用 期 間  開催時間  

収 容 人 員 名 
避難誘導及び消火活 

動に従事できる人員 
 

防 火 管 理者 氏 名  

その他必要な事項  

※ 届出済印押印欄 

 

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

   ２ 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。 

   ３ ※印の欄は、記入しないこと。 

   ４ 使用する防火対象物の略図を添付すること。 
 



大川広域行政組合火災予防条例施行規則 

 

- 22 - 

 

様式第１１号（第４条の７関係） 

第     号   

       年  月  日 

   届  出  済 

 

       大川広域消防本部 消防長     印 

 

様式第１２号（第４条の８関係） 

 

断 

 水道     水届出書 

減 

年  月  日   

 

  大川広域消防本部消防長 殿 

                    届出者 

                     住 所         （電話     番） 

                     氏 名                     

 断 
水予定日時 

 減 

から   

まで   

 断 
水 区 域 

 減 
 

工 事 場 所  

理 由  

現場責任者氏名  

※  受  付  欄 ※  経  過  欄 

  

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

   ２ 法人又は組合にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入する

こと。 

   ３ ※印の欄は、記入しないこと。 

   ４ 断水区域又は減水区域の略図を添付すること。 
 



大川広域行政組合火災予防条例施行規則 

 

- 23 - 

 

様式第１３号（第４条の９関係） 

 

道路工事届出書 

年  月  日   

 

  大川広域消防本部消防長 殿 

                    届出者 

                     住 所         （電話     番） 

                     氏 名                     

工 事 予 定 日 時 
から   

まで   

路 線 及 び 箇 所  

工 事 内 容  

現場責任者氏名  

※  受  付  欄 ※  経  過  欄 

  

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

   ２ 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。 

   ３ ※印の欄は、記入しないこと。 

   ４ 工事施工区域の略図を添付すること。 
 



大川広域行政組合火災予防条例施行規則 

 

- 24 - 

 

様式第１４号（第４条の１０関係） 

 

露店等の開設届出書 

年  月  日   

 

  大川広域消防本部消防長 殿 

                    届出者 

                     住 所         （電話     番） 

                     氏 名                     

開 催 期 間 
自  年  月  日 

至  年  月  日 
営 業 時 間 

開始  時  分 

終了  時  分 

開 設 場 所  

催 し の 名 称  

開 設 店 数  
消 火 器 の 

設 置 本 数 
 

現 場 責 任 者 氏 名 （電話           ） 

※  受  付  欄 ※  経  過  欄 

  

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

   ２ 法人又は組合にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入する

こと。 

   ３ 露店等の開設場所及び消火器の設置場所に係る略図を添付すること。 

   ４ ※印の欄は、記入しないこと。 
 



大川広域行政組合火災予防条例施行規則 

 

- 25 - 

 

様式第１５号（第５条関係） 

 

指定洞道等届出書（新規・変更） 

年  月  日   

 

  大川広域消防本部消防長 殿 

                    届出者 

                     事業所名  

                     住 所         （電話     番） 

                     氏 名                     

設

置

者 

法 人 の 名 称  

代 表 者 氏 名  

洞 道 等 の 名 称  

設

置

場

所 

起 点  

終 点  

経 由 地  

そ の 他 必 要 事 項  

※  受  付  欄 ※  経  過  欄 

  

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

   ２ ※印の欄は、記入しないこと。 

   ３ 洞道等の経路図、設置されている物件の概要書、火災に対する安全管理対策書その他必

要な図書を添付すること。 
 



大川広域行政組合火災予防条例施行規則 

 

- 26 - 

 

様式第１６号（正）（第６条関係） 

 
少量危険物 貯蔵 

届出書 

指定可燃物 取扱 

年  月  日   

 

  大川広域消防本部消防長 殿 

                    届出者 

                     住 所         （電話     番） 

                     氏 名                     

貯蔵又は取扱いの 
場所 

所 在 地 電話     番  

名 称  

類、品名（指定数
量）及び最大数量 

類 
品     名 
（指定数量） 

最大貯蔵数量又は 
１日最大取扱数量 

       （     ）  

貯蔵又は取扱方法
の概要 

 

貯蔵又は取扱場所
の位置、構造及び
設備の概要 

 

消防用設備等又は
特殊消防用設備等
の概要 

 

貯蔵又は取扱いの
開始予定期日又は
期間 

 

その他必要な事項  

※  受  付  欄 ※  経  過  欄 

  

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

   ２ 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。 

   ３ 品名（指定数量）欄には、当該危険物の指定数量が品名の記入のみでは明確でない場合

に（  ）内に該当する指定数量を記入すること。 

   ４ ※印の欄は、記入しないこと。 

   ５ 貯蔵又は取扱場所の見取図及び当該施設の設計図書を添付すること。 
 



大川広域行政組合火災予防条例施行規則 

 

- 27 - 

 

様式第１６号（副）（第６条関係） 

 
少量危険物 貯蔵 

届出書 

指定可燃物 取扱 

年  月  日   

 

  大川広域消防本部消防長 殿 

                    届出者 

                     住 所         （電話     番） 

                     氏 名                     

貯蔵又は取扱いの 
場所 

所 在 地 電話     番  

名 称  

類、品名（指定数
量）及び最大数量 

類 
品     名 
（指定数量） 

最大貯蔵数量又は 
１日最大取扱数量 

       （     ）  

貯蔵又は取扱方法
の概要 

 

貯蔵又は取扱場所
の位置、構造及び
設備の概要 

 

消防用設備等又は
特殊消防用設備等
の概要 

 

貯蔵又は取扱いの
開始予定期日又は
期間 

 

その他必要な事項  

※ 届 出 済 印 押 印 欄 

 

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

   ２ 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。 

   ３ 品名（指定数量）欄には、当該危険物の指定数量が品名の記入のみでは明確でない場合

に（  ）内に該当する指定数量を記入すること。 

   ４ ※印の欄は、記入しないこと。 

   ５ 貯蔵又は取扱場所の見取図及び当該施設の設計図書を添付すること。 
 



大川広域行政組合火災予防条例施行規則 

 

- 28 - 

 

様式第１７号（第６条関係） 

 
少量危険物 貯蔵 

廃止届出書 

指定可燃物 取扱 

年  月  日   

 

  大川広域消防本部消防長 殿 

                    届出者 

                     住 所         （電話     番） 

                     氏 名                     

貯蔵又は取扱場

所 

所 在 地 電話     番  

名 称  

届出年月日及び

番号 
年  月  日  届 第     号 

廃 止 の 理 由  

廃 止 年 月 日 年  月  日 

※ 受 付 欄 ※  経  過  欄 

  

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

   ２ 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。 

   ３ ※印の欄は、記入しないこと。 
 



大川広域行政組合火災予防条例施行規則 

 

- 29 - 

 

様式第１８号（第７条関係） 

 

水張・水圧検査申請書 

年  月  日   

 

  大川広域消防本部消防長 殿 

                    申請者 

                     住 所         （電話     番） 

                     氏 名                  

 

大川広域行政組合火災予防条例第４７条の規定に基づく検査を受けたいので、次のとおり申請

します。 

設 置 場 所 

所 在 地 電話     番  

名 称  

タンク構造 

形 状  容 量 Ｌ  

寸 法 ㎜ 

材質記号 

及び板厚 
 

タンクの最大常用圧力                       ｋPa 

水張又は水圧検査の別  

製造者及び製造年月日  

検 査 希 望 年 月 日 年  月  日 

※  受  付  欄 ※ 経  過  欄 ※ 手 数 料 欄 

   

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

   ２ 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。 

   ３ ※印の欄は、記入しないこと。 

   ４ タンクの構造明細書を添付すること。 
 



大川広域行政組合火災予防条例施行規則 

 

- 30 - 

 

様式第１９号（正）（第７条関係） 

 

水張・水圧検査済証 

 

大川広域行政組合火災予防条例第４７条の規定に基づく検査の結果は、次のとおりです。 

水張又は水圧検査の別  

検 査 圧 力 kPa 

タ
ン
ク
の
構
造 

形 状  容量 Ｌ 

寸 法                        ㎜ 

材 質 記 号 
及 び 板 厚 

 

製 造 者 及 び 
製 造 年 月 日 

 

 

タンク検査番号 第    号 

 

年  月  日 

 

大川広域消防本部消防長       印 

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

 

 

様式第１９号（副）（第７条関係） 

 

水張・水圧検査済証 

 

検査圧力         kPa 

 

検査番号   第      号 

 

検査年月日    年  月  日 

 

大川広域消防本部 

 

備考 １ 縦５センチメートル、横７センチメートルの金属板とすること。 

   ２ この検査済証は、タンクの見やすい箇所に取り付けること。 

 


